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（２）初任給・平均給与など （３）ラスパイレス指数
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　市では、「地方公務員法第58条の２」「留萌市人事行政の運営等の
公表に関する条例」に基づき、市職員の給与などを公表します。

職員給与・人事行政などの
状況について

市・総務課　　４２‐１８０２問

広報るもい　2017（平成 29）年 ■12 月号

特 集

職員給与の状況

▼地方公務員の給与は「地方公務員法第24条」
で規定されており、 市では「留萌市一般職員
給与条例」で市職員の給与を定めています。
　年度ごとの給与に関する予算については毎

年、市議会の審議を経て決定しています。また、
市職員の定数は、国の定員モデルや各市の状
況、市の行政需要などを考慮し、適正な配置
が行われるよう、年度ごとに決定しています。

（１）職員給与

■各項目の実績

83 万円

68 万円

58 万円

38 万円

34 万円

31 万円

給料・報酬月額
期末手当

支給月数

市　 長

副 市 長

教 育 長

議　 長

副 議 長

議　 員

市  

議  

会

4.3 月分

4.3 月分

15％
《算定方式》
   給料月額×支給率×在職年数
（支給率：市長 5.5、副市長 4.5、教育長 3.3）

－ －

▼市では、「特別職（市長、副市長、教育長）の給与」「市議会（議長、副議長、議員）の報酬月
額」などを次のとおり支給しています。（平成 29年４月１日現在）

区　　分 退職手当
役職加算

（４）特別職の給与・市議会の報酬月額など

▼平成 28年度一般会計決算の支出のうち、職員給与費は 12.0％（給与費分 7.5％、その他給与
費分 4.5％）となってます。

支　出

民生費
26.5%

①

衛生費
11.4%

②

その他 13.0%⑩

公債費
13.9%

⑧

教育費
7.2%

⑦

土木費
13.8%

⑥

商工費 1.1%⑤

労働費
0.1%

③

農林水産業費
1.0%

④

▼職員給料は、条例で定めた給料表によっ
て決まります。下記の平均給与額は国の算
出方法に合わせており、平成 28年度一般
会計決算支出の給与費の額と異なります。

▼ラスパイレス指数は、国家公務員の給与
水準を 100 とした地方公務員の給与水準
を示したものです。留萌市の平成 28 年度
ラスパイレス指数は 94.2 となっています。

35 万 6,700 円

41 万　719 円

初 任 給

17万 8,200 円

14 万 6,100 円

19 万 1,700 円

17 万 8,200 円

14 万 6,100 円

30 万    400 円

33 万　531 円

大学卒

高校卒

大学卒

高校卒

留
萌
市

国

区 　 分

平均年齢 43.0 歳

平均年齢 43.6 歳

●支給額の比較 （平成 29 年４月１日現在）

●職員数などの推移（各年４月１日現在）

●留萌市のラスパイレス指数 

●団体区分別ラスパイレス指数

89.3

34 ／ 35 位

97.5

97.3

95.8

98.7

99.0

留 萌 市

　

道 内 市 平 均

道内市町村平均

北 海 道

全 国 市 平 均

全地方公共団体平均

平成 26 年度区 　 　 分

84.3

34 ／ 35 位

96.5

96.2

95.7

98.6

98.9
※平成 29年度の平均給与額は見込み額です。
※職員数に再任用短時間勤務職員が含まれています。

道内市の順位

平成 27年度 平成 28 年度

平均給与平均給料

総合職

一般職

Ｈ 24　 Ｈ 25 　Ｈ 26 　Ｈ 27 　Ｈ 28 　Ｈ 29
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700
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494 488 499

568

184 179 179
174

Ｈ 24　　  Ｈ 25　  　Ｈ 26  　　Ｈ 27　　　H28

100

50

0

85.5 85.5 84.3 89.3

79.0

【 平成 28 年度一般会計決算 】支出 133 億 5,031 万円

184

79.0

※　　は、国が平成 24 ～ 25 年度に限り実施した
　特例削減がなかった場合の参考値

94.2

94.2

31 ／ 35 位

98.1

97.7

98.7

99.1

99.3
●支出の割合 ●職員給与費の内訳

※職員数には再任用短時間勤務職員が含まれて
　います。

10 億 1,047 万円÷178 人＝約 568 万円

【 １人当たりの平均給与費 】

（ 給 与 費 分 ） （ 職員数 ）

職 員 給 与 費

16億　792万円

その他給与費分

  5 億 9,745万円

給 料

  6 億 5,490万円

職 員 手 当

  1億 1,006万円

期末勤勉手当

  2 億 4,551万円

◎給与費分の内訳

職員給与費
12.0%

⑨

給 与 費 分

10億1,047万円

（人） （万円）

178

523

職員数

平均給与



区 分

扶 養 手 当

管理職手当

通 勤 手 当

住 居 手 当

期 末 勤 勉
手　　 当

退 職 手 当

内　　　容

 ・交通機関の利用（通勤距離２㎞以上）　上限 5万 5,000 円
 ・自家用車の利用（通勤距離２㎞以上）　上限 3万 1,600 円　例）片道５㎞未満→ 2,000 円

 ・借家などで月額家賃が 1万 2,000 円を超える場合　　　　　　　上限 2万 7,000 円
６月期
1.225 月分
0.85 月分

12 月期
1.375 月分
0.85 月分

合　　計
2.6 月分
1.7 月分

主任・係長級５％　　課長・補佐級 10％　　部長級 15％

勤続 20 年以上
20.445 月分
25.55625 月分

勤続 25 年以上
29.145 月分
34.5825 月分

勤続 35 年以上
41.325 月分
49.59 月分

最高限度額
49.59 月分
49.59 月分

自 己 都 合
定 年

区 分
期 末 手 当
勤 勉 手 当
役 職 加 算

▼一定の条件に該当する場合、給料のほかに
諸手当を支給します。下記の手当以外に寒冷
地手当や時間外手当などがあり、勤務の状況
に応じて支給します。

人事行政の状況

（１）採用・退職・役職別職員数

■各項目の実績

（５）職員手当（２）勤務時間・休暇・休業 （３）分限および懲戒処分

（４）職員研修

（５）福祉および利益保護 （６）人事評価および勤務評定
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　職員給与・人事行政などの状況についての詳細は、市ホームページ（http://www.e-rumoi.jp/）
でもご覧いただけます。

　また、退職手当は退職する際の給料月額に、
勤続年数と退職事由に応じた支給率を乗じて
支給額を算出しています。（平成 29 年４月
１日現在）

▼市では、市職員研修規程に
基づき、市民全体の奉仕者と
してふさわしい人材の育成を
目指し、職員研修を実施して
います。
　研修では、毎年策定してい

る研修計画に基づき、必要な
基本的知識や技能を習得する
ための基本研修をはじめ、専
門的知識や技能、実務経験を
習得するための派遣研修など
を行っています。 ▲昨年８月に実施した職員研修

▼市では、職員を対象にした各種健康診断
を毎年実施しています。
　なお、経過観察や再検査が必要な職員の
割合が高くなっていることから、健康診断
の結果を今後の生活に生かすように指導し
ています。
　このほか、公務中や通勤中の災害（負傷・
疾病・障がい・死亡）に対し、本人または
遺族、被扶養者が受ける損害を補償してい
ます。

▼市職員の勤務時間は、午前８時 50分か
ら午後５時 20 分まで（休憩時間 45 分を
含む）となっています。このほか、公務上
の必要に応じ、時間外勤務を実施していま
す。
　また、休暇・休業については次のとおり
となっています。

▼分限処分とは、「一定の事由がある場合
に職員の意思を問わず、降任や休職、免職
を科すること」を言います。
　また、懲戒処分とは、「法令違反や職務
上の義務違反などの職員としてふさわしく
ない行為があった場合に戒告や減給、停職、
免職を科すること」を言います。
　なお、平成 28年度の分限および懲戒処
分は、次のとおりとなっています。【休暇・休業の区分】

◎年次有給休暇　　　　◎病気休暇
◎特別休暇　　　　　　◎組合休暇
◎介護休暇　　　　　　◎育児休業

【平成 28年度分限および懲戒処分】
◎分限処分　　　　　　　　　該当者なし
◎懲戒処分　　　　　　　　　該当者なし

▼平成 28年度は、事務職９人と社会福祉士１人、幼児療育指導員３人、作業療法士１人、任期付
職員４人の合わせて 18人（消防組合および企業会計事業へ派遣した職員を除く）を採用しました。
このほか 16人が退職しました。なお、会計別職員数の増減と一般会計職員状況は次のとおりです。

標 準 的 職 務

係 員・ 主 任 職

係 長・ 主 査 職

補 佐・ 主 幹 職

課 長 職

部 長 職

合 　 　 計

職 員 数（ 構 成 比 ）

107 人

45 人

3人

23 人

6人

184 人

前 年 度 比区　　 分

一 般 会 計

特 別 会 計

企 業 会 計
（水道・病院）

合　　 計

平成 28 年

178 人

20 人

297 人

495 人

平成 29 年 増　　減

※人数の増減には、採用と退職のほか、再任用短
時間勤務職員、会計間の異動も含まれています。

184 人

20 人

311 人

515 人

6人

0人

14 人

20 人

＋

±

＋

＋

58.1％

24.5%

1.6%

12.5%

3.3%

100.0％

8 人

3人

1人

2人

0人

6人

＋

－

－

＋

±

＋

●会計別職員数の増減（各年４月１日現在） ●一般会計職員状況（平成 29 年４月１日現在）

（７）公平委員会からの報告内容

　市では、職員の能力開発を促して人材育
成につなげるため、人事評価制度を導入し
て能力や業務実績について評価していま
す。このほか、毎年１月の昇給時期に勤務
状況の評価（勤務評定）を実施しています。

▼平成 28年度は、「職員からの措置要求」
「不服の申し立て」「苦情相談の要求」のい
ずれもありませんでした。

留萌市 検　　索

( )

( )

( )

( )

( )

( )

 ・部 長 級  5 万 5,000 円  ・課 長 級 4万 1,000 円  ・課長補佐級 3万 2,000 円

 ・配 偶 者  1 万円  ・子 8,000 円
配偶者がいない場合は子（１人目）に 1万円を支給するほか、子（16 歳の年度初めから
22 歳の年度末まで）１人につき 5,000 円を加算

※

 ・扶養親族  6,500 円（配偶者がいない場合は 9,000 円を支給）


